
マーード・一円-~- -"，.J制値・-'司0-ー 、'''''-可日剛圃F守ー・--.0

大
正
阿
保
六
内
二
十
一
円
第
一
一
団
阿
弥
煉
物
語
可
(
粍
月
一
同
一
日
置
廿
)

含号潜怒号大iE羽帝都京

も

Z寛
-&奪三 -，'11'" ;1'111 f呂

一-J'司
辛子哩軍陸自

も d

. 
ぜ

鏡

新

持

)jIJ 

手鹿

年

売
品
帆
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
謀
説
:
・

:-ti--・
:
・
・
:
:
・
法
早
博
士

努
力
開
係
の

MU質
-
t
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:・::・
:
:
-
t
i
-
-
-
:
:
:

交
皐
博
士

プ
ラ
ン
ル
に
於
け
る
修
民
制
限
問
題
:
:
・
・

:
i
:
:
:
:
・
・
・
:
法
県
博
士

政
策
研
究
に
就
て
:
:
:
・

:ji---eti--E
・E・-
-
i
'
-
-
-
-
M川
尚
早
博
士

山
」
業
政
策
の
指
岱
高
と
し
て
の
産
業
利
ム
口
:
・
:
・
:
・
:
:
・
:
:
料
品
川
県
博
土

山
川
経
附
詞
任
論

i
刊

日

日

私
恥
制
約
J
」
仙
北
郡

K
よ

F2判
'ch小
本
町
2

・

自
由
主
義
の
諭
銭
・
:
:

W
M
Y

時割問
g
L
L

r
f
c
p
i
一

M
T
4
 

R
u
p
m↓
l
J
 

:
開
潟
県
士

7
テ
ン
ス
・

7

一
フ
シ
に
就
い
て
:
・

:
j
i
-
-
・
:
:
・
・
:
:
:
・
;
:
椛
鴨
川
町
市
士

山
口
維
に
於
け
る
幕
末
の
げ
式
工
業
・
:
・

j
i
-
-
:
:
・
:
:
目
:
・
・
花
焼
事
士

支
梯
準
備
の
法
定
に
就
て
・
:
・
:
:
:
:
:
:
:
:
・

:
j
i
-
-
・
:
・
何
日
鴨
川
皐
士

担
問
こ
の
漁
場
入
品
町
制
度
に
就
い
て

-
-
j
i
-
-
-
:
:
・
:
:
:
:
:
;
:
締
沸
串
士

積
荷
市
街
海
損
填
補
方
法
の
吟
味
・
・
:
・
:
:
・
:
:
:
・
・
:
:
:
:
:
・
終
糠
鬼
平
士

ロ
ヴ
シ
ヤ

l
の
歴
史
的
方
法

:
i
j
i
-
-
1
・j
i
-
-
:
:
:
:

経
昨
皐
士

絞
管
信
任
舎
の
殻
果
に
就
い
て

--ji--::
・:
:
:
i
-
j
e
-
-
続
務
撃
士

貿
易
統
制
の
制
限
性
と
促
進
性
・
:
:
:
・
:
・
:
・

:
j
i
-
-
j
i
-
-
;
:
経
緯
皐
博
士

酒
税
の
改
正

:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
-
i
a
i
-
-
J
i
-
-
:・
:
:
・
・
:
:
・
・
・
:
搾
部
品
十
博
士

現
金
の
流
通
と
預
金
の
増
減

j
i
-
-
-
j
i
-
-
E
i
-
-
-
i
i・e・
-
-
経
済
皐
博
士

問
問
毎
主
法
踏
に
つ
い
て
:
:
:
:
:
:
:
・

:
z
i
-
-
-
j
i
-
-
-
i
l
-
-
:
椛
務
間
中
博
士

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題

開柿11

戸

FFJi 

|十|

山

本

美

蝕

乃

11 ' 八

木

古

之

町

中期松築工l'時

J 11 Il/ '" )11 
fnl 

F1P  
Z 

且'1

1，':司u: i.l: 

間

本

消

仲

間

波

目

白

杉

庄

一

谷大

j家

彦

見

郎

小

島

H
H

木

郎

本

庄

栄

治

郎

口

rタ

蛾I巨仇:Ü~ 不-:-1-:' 
n 

雄，for& JJIt 朗郎 Eドi2.i'.V( 1r.~主 54



者呈

涛
，晶，""--
吾時

叢
第

四

十

巻

第

立花

(
油
審
問
誕
百
畢
骨
五
抽
)

昭
和
十
年
一
月
殺
行

論Ii

叢

免
除
貼
円
以
下
の
小
所
得
者
へ

l地
方
!深
:院

巾
巾

戸

正

雄

輔

言

地
方
特
別
所
得
税
な
る
も
の
が
従
来
と
て
も
、
前
橋
、
富
山
、
法
松
、
岡
崎
、
岡
山
、
鹿
島
、
若
松
(
一
服
岡
将
)
、

八
幡
、
戸
畑
、
長
崎
な
ど
の
各
市
に
は
在
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
格
別
問
題
と
も
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
然
る
に
今
度

東
京
市
が
之
を
起
す
と
い
ふ
事
に
な
勺
て
、
今
夏
な
が
ら
人
の
注
目
を
引
く
や
う
に
な
っ
た

u

元
本
市
此
地
方
特
別

所
得
積
の
課
税
物
件
と
す
る
も
の
は
、
闘
耽
所
得
税
に
於
け
る
兎
枕
結
た
る
一
千
二
百
聞
に
未
満
な
る
、
共
れ
以

下
の
所
得
で
あ
っ
て
、
其
所
得
は
圃
視
の
立
法
者
と
し
て
は
、
生
活
最
小
資
料
を
も
充
た
す
に
足
ら
ぬ
も
の
と
し

免
税
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
四
十
巻

第

t涜



免
税
慰
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第

乱t

第
円
十
品
世

て
不
課
耽
と
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
地
方
固
鯉
が
共
に
も
課
税
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
其
は
政
府
が
折
角
、
定

め
た
最
小
生
活
資
料
の
保
障
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、
園
家
の
定
め
た
原
則
を
訂
破
す
る
も
の
で
あ
る
。
随
っ

て
此
が
可
否
如
何
と
い
ふ
こ
止
は
根
本
的
に
問
題
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
加
之
、
課
税
技
術
の
見
地
か
ら
い

ふ
て
も
、
果
し
て
地
方
周
膿
に
於
て
此
の
如
き
所
得
課
税
が
甘
く
行
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
事
に
も
疑
の
飴

地
が
あ
る
o

共
躍
で
私
は
蕗
に
敢
て
此
が
吟
味
を
試
み
ゃ
う
と
思
ふ
。

第
四
段

世
間
大
綱
上
の
批
判

北
川
り
枇
目
見
耽
航
以
下
山
前
小
附
科
者
〈
日
州
方
凱
税
ハ
ル
一
蜘
日
批
判
い
し
入
る
前
仁
ゅ

-hn仙
北
カ
創
刊
白
幽
肌

mU貯
同
一
初
会

考
へ
て
見
る
。
此
は
絹
針
に
否
定
し
去
る
こ
と
も
出
来
ぬ
が
、
併
し
可
な
hd
に
弱
勤
を
も
有
っ
て
居
る
。
引
払
は
誌

に
賛
否
双
方
の
論
擦
を
列
卑
し
て
、
共
の
結
局
向
ふ
べ
き
所
の
も
の
を
指
示
し
ゃ
う
と
思
ふ
。

、、t
ノ一

否
定
論
嬢
|
|
先
づ
、
か
か
る
免
税
動
以
下
の
小
所
得
へ
の
地
方
課
税
を
不
営
と
す
る
論
争
-
恭
ぐ
る
の
に
、

体
枇
舎
政
策
上

;
i

い
元
来
、
此
圃
税
所
得
税
に
於
け
る
克
税
貼
は
、
共
以
下
の
所
得
で
は
人
間
ら
し
き
生
活
が
出
来
品
兼
ね
る
も

の
と
し
て
、
之
に
よ
り
て
闘
家
が
最
低
生
活
の
保
障
を
侍
し
た
も
の
と
解
す
る
が
-
得
る
。
果
し
て
然
ち
と
す
れ
ば
、

枇
曾
政
策
上
此
大
切
な
る
原
則
を
仮
令
園
家
で
な
〈
と
も
、
共
涙
生
た
る
地
方
闘
躍
が
破
る
と
い
ふ
こ
と
は
承
認

し
難
き
こ
と
で
あ
り
)
園
家
は
之
を
放
任
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
が
、
原
則
上
の
課
税
反
劃
論
擦
で
あ
る
。

ろ
又
結
果
か
ら
い
ふ
て
も
、
此
免
税
動
以
下
に
地
方
課
税
を
魚
す
こ
と
は
、
貫
際
、
下
磨
氏
の
生
活
を
陣
一
迫

1) r.U著、租税柄究、第一巻、 85



し
て
、
共
生
活
難
を
増
長
す
る
こ
と
に

L
な
る
。

は
特
に
叉
、
此
課
読
を
ぱ
田
合
地
方
に
で
も
行
ふ
な
ら
ば
、
ま
だ
恕
す
.
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
色
、
東
京
と
い

ふ
や
う
な
、
会
岡
中
で
最
も
生
活
程
度
の
割
高
で
あ
っ
て
、
若
し
も
岡
稜
に
於
て
各
地
方
に
つ
い
て
免
税
結
に
主

等
階
級
を
設
く
る
と
せ
ば
、
む
し
ろ
特
に
最
高
の
免
税
賄
事
乞
指
定
す
べ
く
、
促
り
に
闘
の
所
得
税
の
免
税
期
は
、

会
岡

ω
各
地
を
平
均
的
に
見
て
趨
常
な

L
の
と
し
て
、
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
各
地
方
に
於
て
所
持
説
枕
す

る
四
切
合
い
い
は
北
ハ
れ
を
削
節
す
る
や
う
に
別
み
じ
定
め
ふ
'
と
す
れ
ば
、
少
く

E
も
東
京
に
闘
す
る
限
h
ノ
は
、
む
し
ろ

話
加
除
制
か
け
}
引
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
昨
で
J

の
り
、

川
河
在
捌
院
日
明
川
町
開
~
の
京
京
地
方

ρ一
一
滑
加
売
す
ら
も
活
者

A

に
ド

j

J

l

:

d

一

級
所
得
者
を
負
据
せ
し
め
つ
つ
あ
り
と
も
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
中
。
ま
し
て
問
耽
免
税
賄
以
下
へ
の
謀
税
は
、
下

級
所
持
者
へ
の
賞
以
て
苛
酷
な
る
課
税
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

閣
内
醸
能
公
平
上

i
ー
か
ら
い
ふ
て
も
、
園
積
所
得
枕
の
兎
耽
鮎
以
下
の
も
の
は
、
此
闘
耽
に
於
て
之
を
負
指
せ

し
め
る
だ
け
の
能
力
な
し
と
認
め
た
も
の
と
も
い
ひ
制
作
る
。
共
の
同
家
が
'
叫
に
能
力
な
し
と
認
め
た
も
の
へ
地
方

が
能
力
あ
り
と
し
て
負
指
せ
し
め
る
の
は
不
嘗
で
あ
一
り
、
又
、
矛
盾
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
c

mw課
稜
技
術
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
も
、
所
得
積
は
特
別
地
方
税
と
し
て
地
方
の
採
る
に
は
趨
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

人
の
所
得
L
」
い
ふ
も
の
が
単
純
で
な
く
、
色
々
の
種
姐
の
も
の
か
ら
成
り
、
表
現
的
た
ら
よ
る
摘
み
に
く
き
も
の

が
あ
り
、
地
方
所
属
の
明
確
で
な
い
も
の
が
あ
り
、
他
地
方
へ
移
り
易
き
も
の
炉
あ
り
、
他
地
方
へ
往
く
が
あ
れ

ぱ
他
地
方
か
ら
来
る
も
の
が
あ
っ
て
、
岡
家
に
し
て
初
め
て
不
完
全
な
が
ら
も
摘
み
得
る
け
れ
ど
も
、
地
方
と
し

免
税
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
間
十
巻

第

"51虎
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免
税
勤
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

て
は
到
底
甘
く
欄
め
な
い
も
の
が
あ
る
。
此
の
如
、
き
も
の
に
つ
い
て
岡
税
免
現
知
以
下
の
所
得
に
せ
よ
、
之
を
地

第
間
十
巻

第

日E

'''1 

I凹J

方
に
て
課
さ
う
ー
と
い
ふ
の
は
技
術
上
、
無
却
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
此
は
岡
家
の
手
に
て
、
免
税
黙
を
引
下
げ
き
せ

て
、
待
ら
る
る
所
の
増
牧
を
ぱ
地
方
に
分
興
せ
し
め
る
方
が
選
む
べ
き
で
あ
る
。
或
は
苑
税
勅
以
下
の
地
方
所
得
課

耽
は
現
に
管
業
課
税
に
つ
き
で
岡
家
が
個
人
の
管
業
所
得
の
一
定
制
〈
純
盆
凹
百
闘
)
以
上
の
も
の
を
岡
税
と
し
て
謀

し
、
共
以
下
の
小
持
業
を
地
方
に
任
か
す
と
同
じ
で
な
い
か
と
も
い
ふ
が
、
持
菜
、
特
に
四
百
間
以
下
の
純
盆
の

い
営
業
と
い
ふ
ほ
ど
の
ち
の
は
、
地
方
分
別
.
司
能
性
が
あ
る
け
れ
ど
色
、
川
何
と
な
る
と
、
恨
ん
下
小
組
の
も
の
や
し
も

l判
的

，h 

仙
川
山
川
ガ
に
~
火
山
J
q
w

小
川
能
性
川
相
山
町
仁
大
で
め
h
y
.
分
別
捌
T
J
U
1
り
ゅ
的
方
的
力
い
し
可
L
M
酬
の
じ

く
い
も
の
が
少
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

で
所
得
を
地
方
の
手
に
て
し
っ
か
り
と
梱
ん
で
之
を
課
す
る
こ
と
は
六
っ
か

し
い
。
共
に
も
拘
ら
や
、
地
方
に
て
岡
枕
免
税
鈷
以
下
の
小
所
得
者
に
特
別
人
読
を
説
き
う
と
い
へ
ば
、
或
は
細

民
税
と
し
て
、
人
頭
税
的
な
均
一
世
帯
琉
で
も
課
す
る
外
な
い
か
と
も
考
へ
ら
る
る
が
、
北
九
れ
だ
f
y
一
、
課
税
物
件

が
表
現
的
で
あ
っ
て
、
課
税
が
容
易
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
の
所
得
額
、
陪
っ
て
能
力
に
相
常
に
業
等
あ
る
も

の
を
均
一
に
取
扱
ふ
所
に
、
不
公
平
あ
り
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
随
っ
て
採
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
で
地
方
の
特
別
人
税
と
し
て
は
、
恐
ら
く
は
、
闘
の
所
得
税
を
納
め
命
、
随
っ
て
共
の
地
方
附
加
稜
を
色
課
せ

ら
れ
-
ざ
る
地
方
住
民
、
」
即
ち
兎
耽
鮎
以
下
の
小
所
得
者
に
は
家
賃
の
大
小
に
蟻
じ
た
る
作
居
視
を
か
け
忍
の
が
比

較
的
行
ひ
易
〈
、
比
較
的
公
平
な
る
結
果
の
得
ら
る
る
方
法
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
住
加
と
い
ふ
課
税
物
件
は
表
現

的
で
、
姻
み
易

t
、
且
つ
共
住
居
の
家
賃
に
よ
り
て
大
程
、
共
人
又
は
共
世
帯
の
能
力
の
大
小
を
測
り
得
L
o
特

llH省、地方枕改芋問題、 41.
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に
硲
し
く
同
額
所
持
者
左
し
て
色
、
財
産
所
得
者
は
勤
勢
所
持
者
よ
り
る
大
開
、
よ
り
高
き
ん
が
貨
の
家
に
住
hv
傾

が
あ
っ
て
‘
此
家
賃
課
祉
に
よ
り
て
幾
ら
か
財
産
所
得
賞
課
の
目
的
を
も
併
せ
遠
い
符
る
。

で
此
は
菟
既
知
以
下

の
所
制
作
者
へ
の
地
方
所
得
課
税
の
代
h
と
し
て
妙
で
あ
る
。
勿
論
其
税
の
最
高
額
は
所
符
税
及
其
附
加
税
の
最
低

制
を
趨
へ
ru
る
や
う
に
は
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
此
課
税
方
法
の
快
姑
は
、
同
一
の
課
税
標
準
に
よ
る
所

の
家
屋
枕
と
の
童
施
の
嫌
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
此
鈷
か
ら
し
て
此
耽
を
忌
避
す
る
と
す
れ
ば
前
に
準
げ
た
、
国
税

免
税
制
の
引
下
に
よ
る
噌
牧
心
地
方
分
興
を
採
る
外
な
い
ο

尤
も
即
論
上
は
、
有
住
居
晩
と
家
民
税
と
の
諌
枕
物

件
は
各
別
異
の
も
の
だ
と
も
い
へ
る
。
町
九
一
方
、
家
山
町
一
枕
は
凡
べ
て
の
家
同
の
所
有
に
課
寸

3
6
の
ぐ
あ
ー
り
、

仙
↓
ベ
此
ι
h
i

ふ
什
日
加
釈
は
一
定
小
所
科
者
臼
み
mu
家
屋
へ
の
住
居
を
課
す
る
色
の
で
あ
る
。

間
財
政
牧
入
上

l

装
は
小
額
所
得
者
に
つ
い
て
課
税
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
徴
税
の
勉
め
に
両
県
子
、

随
っ
て
共
費
用
が
割
A
n
に
大
く
、
純
耽
入
少
き
こ
と
と
な
っ
て
、
此
穂
の
肱
入
上
の
債
依
の
低
い
左
い
ふ
と
L
」色

亦
其
一
の
犬
な
弱
勅
で
あ
る
。

川
地
方
及
岡
民
経
一
押
上
ー
ー
か
ら
い
ふ
と
、

共
地
方
民
を
他
地
方
に
迅
ひ
遣
る
傾
を
生
や
る
。
そ
し
て
同
事
は
、

一
地
方
に
て
共
枕
金
他
地
方
よ
り
色
一
一
暦
貫
〈
課
す
る
こ
と
は
、

一
闘
が
他
岡
よ

h
も
章
一
き
課
税
す
る
と
き
で

も
起
る
け
れ
ど
も
、
共
が
岡
際
問
よ
り
は
地
方
聞
に
一
一
暦
容
易
に
起
る
。
で
此
の
所
得
税
の
免
税
勅
以
下
の
も
の

へ
の
課
税
に
つ
い
て
も
、
共
謀
積
地
方
か
ら
不
課
税
地
方
へ
住
民
を
迫
ひ
遺
る
傾
を
生
じ
、
共
地
方
極
構
の
後
展

を
抑
へ
る
こ
と
に
色
な
り
得
る
。
ぞ
し
て
闘
民
経
漕
の
全
鯉
上
に
は
、
不
自
然
な
る
殺
展
を
遂
げ
し
な
る
こ
と
に

免
税
動
以
下
心
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

五:

五

第

披

第
四
十
巻

Rompe， ebenda 組祝研究二巻、 18+--1:ii 
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免
税
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第

u't 

~ 

/、

第
間
十
巻

ムノ、

な
る
c

尤
も
此
免
税
貼
以
下
の
小
所
得
者
中
.
勤
勢
者
に
至
、
り
で
は
共
勤
務
先
た
る
一
定
地
方
に
定
着
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
り
得
る
か
ら
、
前
記
の
住
居
移
動
は
大
し
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
併
し

佃
ι
干
、
あ
ま
り
に
泣
か
ら
ぬ
地
方
に
積
の
一
層
軽
い
蕗
が
め
る
と
、
共
を
選
ん
で
引
越
す
こ
と
に
誘
は
れ
る
寸
特

に
利
殖
者
、
恩
給
や
利
子
に
て
衣
食
す
る
者
は
全
〈
自
由
に
軽
積
地
方
を
迫
ふ
て
轄
々
す
る
可
能
性
を
有
つ
。
机

し
又
、
共
他
地
方
に
も

ρ数
割
h

川
、
特
別
所
得
暁
が
あ
る
こ
と
が
少
く
な
い

ω
で
、
此
移
轄
運
動
は
相
常
に
制
限

せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
。

」
一
吋
定
的
論
協
前
仙
の
市
中
花
論
は
相
川
市
に
L

河
江
で
の
り
、
問
つ
-mw

地
万
川
川
政
川
何
怖
か
ド
同
川
町

~ω
人
税

j

，‘¥ 
を
も
必
要
と
す
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
h
u
し
ろ
此
特
別
所
得
税
を
採
ら
や
し
て
、
岡
山
本
の
手
に
よ
る
免
枕
知
引
下
か
、

左
も
な
く
ぱ
性
府
、
家
賃
読
を
採
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
此
特
別
所
得
税
共
も
の
乞
維
持
し
肯
定
寸
る
の
議

論
が
成
立
た
ぬ
こ
と
は
な
い
。
共
諭
鮎
は
な
の
如
く
で
ゐ
る
。

川
公
正
配
分
上
|

い
能
力
原
則
上

l
l岡
積
所
得
税
に
て
一
千
一
一
百
闘
を
菟
税
賄
と
し
た
か
ら
と
い
ふ
て
、
共
は
絶
劃
的
な
る

能
力
限
界
で
は
な
い
。
益
く
課
税
の
便
宜
に
出
た
も
の
に
外
な
ら
守
、
蛍
時
に
於
け
る
共
闘
に
て
文
化
自
然
的
に
生

活
の
魚
め
必
要
だ
と
認
め
ら
る
る
も
の
で
め
る
。
単
純
な
る
自
然
的
最
小
生
活
資
料
で
は
な
〈
し
℃
、
共
に
枇
合

的
乃
至
文
化
的
要
素
の
加
は
り
た
る
も
の
で
あ
り
、
か
し
ろ
祉
命
日
的
最
小
生
活
資
料
と
い
ふ
を
得
べ
く
、
又
、
文
化

的
最
小
生
活
資
料
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
随
っ
て
共
以
下
を
以
て
全
〈
の
無
能
力
と
認
め
た
も
の
で
は
な

租税研究一巻・ 79-81.
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Gunther， <1. <!.. O.日. 12. 

12) 

13) 



5
之
を
無
能
力
と
い
ふ
て
は
事
責
に
も
反
す
る
。
現
に
此
以
下
の
者
と
て
も
、
例
之
、
濁
身
に
し
て
田
舎
に
住
す

る
と
す
れ
ば
、
優
に
相
嘗
の
生
活
が
出
来
‘
徐
裕
が
確
に
あ
る

u

特
に
此
免
税
鮪
が
貨
幣
名
義
に
て
指
定
さ
れ
る

以
上
、
共
貨
幣
購
買
力
が
盤
化
す
る
に
於
て
、
之
に
慮
じ
て
上
下
し
て
良
〈
、
大
正
十
五
年
に
此
額
を
制
定
し
た

常
時
の
貨
幣
購
買
力
か
ら
見
て
此
が
趨
常
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
共
時
か
ら
見
て
遥
か
に
貨
幣
債
値
上
り
、
物
債

下
り
た
る
今
日
に
於
て
は
共
が
最
早
、
過
高
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
闘
積
の
免
税
貼
自
身
、
ち
少
し
低
下
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
此
免
税
制
以
下
へ
の
地
方
課
税
が
能
力
な
託
、
施
へ
鵡
寸
る
も
の
だ
と
は
断
言
し
得
点
v
、

告
も
能
力
原
則
に
反
す
品
も
の
で
は
な
い
。

主
二
、
一
r三

-
1人
-E
二
」
・
L

三

p
z
J

『

a
f
s
F
E
【

ラ

「

B
L
;

〉

一
ノ
タ
殴
t

仁
ヅ

H
1
2
4官
削
M
L
i
l
も
府
税
移
じ
カ
ト
f
u
一

c
t
t
カ

J
V

た
と
し
て
も
、
消
資
耽
は
免
措
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
共
か
ら
考
へ
で
も
会
〈
の
無
能
力
と
は
認

叉
、
此
免
積
耕
以
下
の
慮
は
、
圃
枕
な
れ
ば
消
費
税
を
負
携
せ
し
め
ら
る
る
機
曾
が
相
営

に
あ
る
か
ら
、
其
地
合
せ
と
し
て
所
得
税
を
免
じ
て
も
良
い
の
だ
が
、
地
方
積
に
は
斯
か
る
も
の
が
殆
ん
ど
な
い

か
ら
、
共
代
り
と
し
て
色
、
犬
の
慮
に
多
少
の
能
力
め
ち
と
前
提
し
て
特
別
所
得
課
税
を
お
定
せ
し
h
h
忍。

何
利
益
原
則
上
前
に
い
ふ
や
う
に
能
力
原
則
か
ら
し
て
は
、
免
税
動
以
下
の
者
へ
の
地
方
所
得
課
税
に
色

一
一
腰
の
肯
定
理
由
は
成
立
つ
。
慮
で
別
に
利
盆
原
則
か
ら
し
て
の
肯
定
説
明
が
あ
る
が
、
共
は
私
の
見
解
に
て
は

め
て
居
る
の
で
な
い
。

採
ら
ぬ
が
良
い
と
思
ふ
。
共
利
益
原
則
か
ら
の
説
明
に
依
れ
ば
、
地
方
税
に
は
利
盆
原
則
げ
が
認
め
ら
る
る

E
し

て
、
菟
税
措
以
下
の
下
屠
民
色
、
教
育
、
救
貧
、
保
健
、
共
他
、
世
命
日
費
な
ど
に
よ
り
て
地
方
の
厄
介
に
な
り
地

方
に
費
用
を
か
け
て
居
る
の
に
、
共
費
用
を
硬
に
よ
り
て
負
は
ぬ
と
あ
り
で
は
利
盆
原
則
に
反
す
る
。
随
っ
て
此

免
税
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第

L賞

第
円
十
品
官

七

F じ

組枕研究一巻 84-85・
同上、 112.
租税研究、一巻、 90. Terhalle， a. a. O. ~;，.刊1 ・ Yloll ， <1.. a. O. 50 361. .Marco， 
IヂW.S. 213， 242. 
Schwarz， Das Grmeindl~-Abg:abenwesen -De-:IJ l:sch品 nds.S; ，13・

'4) 
1 S) 
16) 

17) 



菟
税
封
以
干
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第

披

ノk

第
四
十
巻

ノ九

動
か
ら
し
で
も
地
方
所
得
税
を
課
し
て
然
る
.
べ
し
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
此
場
合
の
利
盆
原
則
加
味
は
、

共
利

盆
が
圏
腫
員
中
に
て
他
の
開
瞳
員
よ
り
も
特
段
な
る
利
盆
を
受
く
る
と
い
ひ
得
る
だ
け
に
限
り
、

削
か
も
枕
と
し

て
は
飽
迄
・
も
能
力
の
有
無
及
度
合
が
中
心
と
な
る
べ
き
で
.
利
益
原
則
ば
車
な
る
加
味
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

此
等
指
示
さ
れ
た
る
利
盆
の
如
き
は
、
硬
に
て
考
慮
す
る
と
す
れ
ば
却
っ
て
管
業
者
、
雇
主
の
慮
で
考
慮
す
る
の

が
適
切
で
あ
り
、
能
力
之
し
き
下
府
民
の
慮
で
は
か
し
ろ
考
慮
し
符
な
い
の
で
め
る
。

下
層
民
の
矯
め
の
教
育
、

保
健
、

一
枇
命
日
品
質
と
い
ふ
ち
也
九
ほ
か
し
ろ
共
常
務
下
層
民
の
矯
め
に
す
る
と
い
ふ
よ
り
は
、

岡
臨
員
の
有
機
的
安
臨

物 υ〕
稜 :gi:~
l二;が
於 1:8J I二
て寸
でら
あも
ち υ)

111-

~i'::::t 
(1) 

.C' 

税
制
帆
か
ら
レ
ふ
し
し
J
制
方
い
し
て
利
鈍
原
則
川
町
加
味
お
る
る
視
は
、
宜
ハ

め
に
す
る
色
の
と
す
ぺ
〈
、

利
盆
課
税
で
な
く
、

圃
韓
民
の
凡
べ
て
の
人
に
飴
樺
の
及
ぷ
費
用
の
魚

能
力
課
暁
の
矯
め
に
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
随
つ

所
得
税
の
如
き
人
税
は
地
方
に
て
も
、

て
此
利
益
原
則
に
よ
る
説
明
は
営
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

問
祉
合
政
策
上

1

h
v
成
程
、
聞
積
所
得
一
枕
に
て
一
千
二
百
同
を
免
税
鮪
と
し
上
と
し
て
も
、
そ
し
て
此
が
最
小
生
活
資
料
の
保

障
だ
と
し
て
も
、
此
金
額
は
何
慮
に
決
す
る
か
は
最
六
っ
か
し
ト
も
の
で
、
結
局
、
立
法
者
の
恋
意
山
よ
る
も
の

で
あ
り
、
其
が
決
し
て
絶
劃
的
の
も
の
で
は
な
く
て
相
劃
的
で
あ
り
、
随
っ
て
伸
縮
性
が
め
り
確
固
不
動
で
な
く

て
可
動
的
可
品
質
的
の
志
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
此
を
定
め
る
と
き
に
も
慨
に
多
少
遇
高
で
あ
り
、
も
っ
と
下
げ
て
も

良
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
色
め
ら
う
し
、
一
旦
、
遁
嘗
と
し
て
定
め
た
の
る
時
の
襲
化
に
よ
り
て
麓
更
し
て
も
良
〈
、

18) l¥layer. Die direkten Gemt.indesteuem in den grö3sen~n badi~chcn Stadten. 
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叉
む
し
ろ
特
捜
更
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
も
あ
り
札
る
。
そ
し
て
之
を
麓
更
し
、
特
に
之
を
引
下
げ
た
左
手
に

は
、
人
々
は
共
生
活
に
手
加
減
を
施
し
て
之
に
封
醸
の
方
法
を
講
じ
得
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
闘
が
最
小
生
活
費

料
だ
と
し
て
一
日
一
定
め
た
色
の
で
色
、
其
後
の
物
債
叉
は
貨
幣
事
情
を
考
慮
し
て
、

叉
は
岡
山
承
的
必
要
に
遁
ま
ら

れ
て
岡
民
に
一
一
暦
の
節
約
奉
仕
を
要
望
す
る
の
趣
旨
に
て
改
め
て
之
を
引
下
げ
て
も
良
〈
、
ぞ
し
て
此
事
を
岡
家

が
行
は
ぬ
と
す
れ
ば
、
地
方
が
同
様
の
こ
と
を
す
る
の
も
許
ぎ
る
べ
き
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

、.，Jろ
共
結
果
は
勿
論
、
小
所
得
者
一
か
多
少
、
生
活
上
に
困
難
ヤ
」
布
市
だ
す
こ
と
に
は
な
る
。
併
し
共
皮
A
H
が
ト
刈
士

で
甚
し
〈
な
い
な
ら
ば
も
共
伏
は
彼
等
が
辛
之
し
て
、
生
活
の
人
口
浬
化
を
計
つ

τ此
周
婚
に
打
勝
つ
こ
と
が
出
来

ぬ
こ
と
は
な
レ
む
だ
か
ら
共
打
撃
が
全
く
無
と
は
い
へ
ぬ
が
、
大
し
た
致
命
的
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
出
来
る
。

特
に
夫
の
免
税
知
決
定
営
時
か
ら
見
て
相
官
に
貨
幣
債
値
の
上
り
た
る
こ
と
の
指
示
し
得
る
だ
け
で
は
、
小
所
得

者
が
免
税
蛤
引
下
的
慮
置
に
よ
り
て
不
営
に
打
撃
を
奥
へ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
よ
り
は
、
む
し
ろ
此
慮
置
な
け

れ
ば
享
受
し
つ
づ
く
べ
か
り
し
利
盆
を
失
っ
た
と
い
ふ
の
に
止
ま
る

ψ

mM
公
共
道
義
作
興
の
教
育
上
、
政
治
上
|
|
由
来
、
所
得
税
と
い
ふ
や
う
な
直
接
に
入
手
の
納
な
る
税
は
、
出

来
る
だ
け
康
き
範
聞
の
随
っ
て
下
層
民
に
も
及
ほ
し
に
く
、
之
に
よ
り
て
人
L
q

を
し
て
岡
家
公
共
に
壷
す
べ
き
所

以
の
も
の
を
自
畳
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
免
枕
貼
は
此
趣
旨
か
ら
し
て
は
出
来
る
だ
け
低
い
が
良
い
。
特
に

今
日
の
政
治
組
織
の
如
〈
民
衆
的
で
、
普
通
選
拳
が
行
は
れ
、
臨
聞
き
範
閏
の
人
冷
が
政
治
に
参
加
す
る
時
代
じ
は

北
ハ
参
政
者
が
漏
れ
な
く
積
を
直
接
に
も
納
&
げ
る
の
が
妥
嘗
で
あ
り
、
共
人
々
が
単
に
間
接
税
の
み
負
ふ
の
で
は
不

兎
礎
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第

型た

7L 

第
四
十
巻

7L 
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免
税
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
四
十
巻

O 

第

自E

O 

硝
足
で
あ
る
。
彼
等
へ
の
直
接
負
捨
な
〈
し
て
参
政
機
の
み
彼
等
に
奥
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
自
ら
政
治
上

の
濫
費
を
増
長
し
て
、
有
産
者
に
は
過
大
負
携
を
負
は
し
ひ
る
や
う
に
な
る
。
共
は
稽
蛍
で
は
な
い
。
此
趣
旨
か

ら
し
て
は
地
方
に
よ
る
岡
稜
免
税
結
以
下
へ
の
課
税
も
承
認
し
得
ら
れ
る
。

同
財
政
牧
入
上

1
ー
に
は
、
此
課
税
が
、
費
用
割
合
に
多
〈
、
純
牧
入
割
合
に
小
い
と
し
て
も
、
兎
も
角

ほ
ど
か
牧
入
念
生
ぜ
し
め
る
共
が
無
意
義
で
は
な
い
。
そ
し
て
此
事
は
特
に
貧
窮
な
る
叉
は
財
政
窮
之
を
告
げ
た

る
地
方
に
取
り
て
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
此
に
あ
り
て
は
財
政
上
訟
儀
な
〈
も
之
に
依
ら

F
る
を
得
.5
る
や
う
に

な
る
m
り
で
あ
る
υ

同
課
税
技
術
上
ー
ー
か
ら
い
へ
ば
、
上
に
も
い
ふ
た
や
う
に
所
得
税
の
如
〈
人
的
に
綜
合
し
て
課
税
す
る
も
の

は
、
地
方
の
手
に
て
は
六
っ
か
し
く
‘
か
し
ろ
岡
家
の
手
に
て
免
税
貼
を
引
下
げ
て
増
耽
営
計
り
之
を
地
方
に
分

興
し
た
方
が
適
切
だ
と
も
考
へ
ら
る
る
が
、
併
し
見
様
に
よ
り
で
は
、

地
方
課
税
で
も
辛
之
し
得
る
と
も
い
は
れ

得
る
O
L」
い
ふ
の
は
、
綜
合
と
い
ふ
て
も
、
此
に
は
小
所
得
者
に
限
ら
れ
る
c

そ
し
て
彼
に
あ
り
で
は
、
大
中
所
得

者
の
や
う
に
、
財
源
が
金
問
的
に
叉
は
岡
際
的
に
ま
で
亘
る
こ
と
は
少
〈
、
自
然
、
地
方
局
部
限
り
か
ら
生
す
る
こ

と
が
多
〈
、
随
っ
て
共
地
方
に
て
大
抵
之
な
掴
み
得
る
し
、
其
が
他
地
方
に
亘
っ
て
漏
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
て
も
、

共
は
見
逃
し
得
る
度
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
共
に
し
て
も
、
此
慮
に
他
地
方
じ
も
百
一
る
も
の
が
あ
り

て
、
地
方
に
て
は
欄
み
に
く
く
、

父
、
地
方
分
別
難
の
も
の
色
あ
っ
て
、
之
を
闘
の
手
に
よ
り
統
一
課
税
す
る
方
、

一
一
暦
使
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
。

イ~J
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ゴ
か
ら
私
式
、
間
稔
免
琉
貼
以
下
の
所
得
へ
の
地
方
課
税
は
大
曜
に
て
肯
定
し
得
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
特
に

謀
説
技
術
か
ら
い
ふ
と
バ
各
地
方
に
柾
か
せ
守
し
て
岡
家
の
手
に
て
行
ふ
方
が
良
く
、
1

強
め
て
免
罰
則
以
下
の
下

層
民
へ
の
人
読
を
地
方
に
て
諌
さ
う
と
い
へ
ば
、
地
々
住
居
就
を
工
夫
す
る
が
良
い
と
思
ふ
。

第
二
段

其
細
目
上
の
批
判

民
に
誕
ん
で
具
牒
的
r

ト
最
近
の
東
京
市

ω規
定
含
土
議
と
し
て
、
此
枕
の
細
目
な
批
判
し
て
見
ゃ
う
。

一
納
税
義
謀
者
ー
は
.
東
山
市
内
じ
住
成
含
有
し
父
は
一
一
一
月
以
上
滞

m
rる
者
に
し
て
、
市
も
第
一
一
一
種
所
特
税

の
賦
課
を
受
け

Y
る
-b
の
と
す
る
。
但
し
法
令
に
よ
り
て
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
r
d

る
者
又
は
免
耽
せ
ら
る
る
色
の

を
除
草
、
克
に
所
得
八
百
回
未
満
の
所
得
者
も
除
か
れ
る
。

つ
ま
り
所
得
千
二
百
闘
未
満
(
巌
格
に
い
ふ
と
、
千

二
百
園
以
上
の
所
持
者
に
し
て
特
別
読
を
諌
せ
ら
れ
る
こ
e
と
が
あ
り
得
る
。
岡
積
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
，
ぎ
る
も
の

に
識
す
と
い
ふ
の
に
、
岡
税
と
此
地
方
税
と
で
は
、
居
所
の
姑
に
つ
き
闘
で
は
一
年
以
上
金
要
し
、
地
方
に
で
ほ

三
月
に
て
足
る
の
と
.
聞
に
て
は
生
命
保
険
料
の
控
除
が
二
百
闘
だ
の
に
、
地
方
に
て
は
百
回
だ
か
ら
で
あ
る
)

に
し
て
八
百
園
以
上
な
る
市
住
民
又
は
三
月
以
上
の
滞
在
者
を
義
務
者
と
す
る
の
で
あ
る
。
所
得
税
を
課
す
る
に

於
て
其
慮
に
住
慮
を
有
つ
も
の
を
義
務
者
と
す
る
の
は
嘗
然
だ
が
、
ゴ
一
月
以
上
の
滞
在
者
に
及
ぼ
し
た
の
は
、
岡

税
所
得
就
が
一
年
以
上
の
居
所
を
有
っ
ち
の
に
及
ぼ
す
の
左
異
る
所
で
あ
る
。
此
は
丸
信
く
、
市
制
の
規
定
に
従
つ

た
の
で
あ
り
、
之
を
賞
際
℃
照
し
て
考
ふ
る
色
、
地
方
聞
は
、
岡
家
間
よ
り
色
来
往
が
一
一
層
自
由
頻
驚
で
あ
る
か

免
除
勤
以
下
心
小
所
得
者
へ
の
地
方
謀
説

第
問
十
巻

第
一
致



免
税
動
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
阿
十
答

第
一
批

ら
、
此
課
税
を
一
年
以
上
の
居
者
の
み
に
及
ぽ
し
一
年
以
内
の
も
の
に
は
課
せ
守
主
し
て
は
、
可
な
り
に
多
〈
の
、

一
年
近
〈
も
永
い
問
、
東
京
に
居
り
て
其
地
方
施
設
の
御
蔭
を
被
り
な
が
ら
之
に
つ
き
能
力
に
従
ふ
て
直
接
積
ぞ

負
は
ぬ
や

F

つ
な
こ
と
に
な
る
。
一
二
月
末
梢
と
い
ふ
や
う
な
短
き
問
の
滞
在
者
な
ら
ば
ま
だ
見
逃
し
て

6
宜
し
い
が

来
往
自
由
な
庭
で
三
月
以
上
、
年
の
四
分
一
以
上
も
一
一
毘
に
滞
在
す
る
L
」
い
ふ
の
は
其
庭
と
密
接
干
係
の
出
来
た

も
の
と
し
て
住
所
を
有
つ
に
者
に
準
じ
て
課
税
し
て
良
い
の
で
あ
る
。
闘
際
問
に
て
は
、
紅
茶
が
向
困
難
だ
か
ら
、

人
々
は
さ
う
踊
繁
に
は
来
ら
れ
な
い
。

日
本
へ
一
時
研
究
又
は
業
務
の
子
係
な
ど
で
戒
に
と
し
て
、

そ
の
間
に
、

崎
内
問
の
場
人
川
よ
h
山
本
yJ

少
此
い

ι
!
附
り
に
ー
し
て
も
、
北
山
酬
と
町
軒
船
hu
臥
侃
仁
泣
勺
れ
と
レ
ふ
日
と
て
た
U

勿
論
此
等
に
つ
き
何
月
、
何
年
を
以
て
住
庭
に
準
宇
る
期
間
'
と
す
べ
し
と
の
不
動
の
限
界
は
な
く
、
杢
〈
立
法
者

の
悲
意
に
よ
り
て
定
め
る
外
は
な
い
の
だ
が
、
唯

r多
少
、
此
に
長
短
の
一
差
が
あ
ム
リ
て
も
宜
し
〈
、
右
の
如
き
恒

別
を
設
け
る
の
は
一
臆
理
由
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
く
し
て
地
方
に
て
三
月
と
い
ふ
短
き
居
庭
に
て
納
税

義
務
を
定
め
る
の
規
定
め
る
に
よ
り
て
、
負
据
力
あ
り
て
而
か
も
居
庭
を
轄
冷
す
る
可
能
性
の
あ
る
者
の
誼
腕
を

抑
へ
る
こ
と
が
出
来
る

印
ち
此
が
一
の
脱
税
防
止
に
役
立
つ
。
斯
の
如
き
代
表
的
又
は
核
刑
士
的
の
も
の
は
、
轄

職
、
随
っ
て
移
住
の
容
易
な
る
未
婚
濁
身
な
る
勢
働
者
等
で
あ
り
、
夫
の
規
定
は
此
等
の
も
の
へ
の
負
信
機
A
W
H

ぞ

多
か
ら
し
め
る
。

に
課
税
物
件
1

ー
は
個
人
の
年
八
百
闘
以
上
千
二
百
回
末
硝
(
精
密
に
い
で
し
、
千
二
百
闘
以
上
に
も
謀
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
)
の
第
三
種
所
得
に
し
て
法
令
に
よ
り
所
得
税
を
課
せ
ら
れ

F
る
も
の
又
は
免
税
せ
ら
れ
る
も
の
を

achwarz
J 
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除
い
た
も
の
で
あ
る
。
所
得
の
意
義
は
保
例
に
は
明
か
で
な
い
け
れ
ど
色
、
閑
酷
の
共
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
而

か
も
主
(
は
第
三
種
所
得
だ
か
ら
之
が
賦
課
か
ら
除
か
れ
る
所
の
も
の
は
川
第
二
種
所
得
、
却
も
公
的
、
枇
債
{
産
業

債
券
は
之
に
準
千
)
若
〈
は
銀
行
預
金
の
利
子
又
は
貸
付
信
託
の
利
盆
、
外
岡
居
住
者
の
内
地
法
人
か
ら
受
〈
る
配
営

等
、
問
闘
債
、
貯
蓄
債
券
、
復
興
貯
蓄
債
券
の
利
子
、
何
本
人
従
一
車
中
の
俸
給
手
営
、
向
扶
助
料
、
傷
窺
疾
病
者

の
恩
給
叉
は
退
隠
料
、
一
川
放
費
、
思
一
・
資
令
及
法
定
扶
養
料
、
向
郵
便
貯
金
、
産
業
組
令
貯
金
、
及
銀
行
貯
蓄
預
金

の
利
子
、
何
替
利
の
事
業
に
属
せ

Y
る
一
時
の
所
件
、
内
日
本
に
問
時
府
な
有
ぜ
が
る
4
4
の
外
問
に
仙
引
け
&
提
出
、

持
菜
、
又
は
職
業
よ
h
生
す
る
所
科
、
川
山
車
事
救
川
技
法
に
よ
り
給
輿
伝
受
け
た
る
救
護
A
V
一
品
、
日
健
成
保
険
給
付

と
し
て
文
総
を
受
け

kno'食
品
、
日
重
要
物
産
の
製
造
業
上
h
ノ
生
や
る
所
得
(
開
業
停
及
其
翌
年
よ
h
J
一
-
年
間
三
日
一
定

の
製
銭
業
の
所
得
(
設
備
完
成
の
年
及
其
翌
年
よ
り
十
一
カ
年
間
)
と
す
る
。
共
免
税
の
範
闘
が
必
や
し
も
や
同
然
の
も
の
と
も
い

へ
な
い
炉
、
既
に
闘
積
に
て
一
の
標
準
-
M定
め
一
ら
れ
て
居
る
以
上
、
之
と
里
一
る
扱
を
す
る
矯
め
刷
簡
を
生
じ
て
は

宜
し
く
な
い
か
ら
、
此
れ
は
岡
耽
の
に
従
ふ
の
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
る
の

又
、
共
第
三
種
所
得
の
八
百
間
以

上
千
二
百
聞
未
満
と
い
ふ
も
の
を
謀
説
範
聞
と
じ
た
が
滴
常
か
何
う
か
一
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
此
に
確
固
た
る

限
界
を
指
定
す
る
の
難
き
色
の
な
る
こ
と
、
前
に
色
い
ふ
通
り
だ
か
ら
、
此
れ
で
も
忍
ば
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。

た
だ
東
京
市
の
や
う
な
大
都
合
は
、
回
合
の
都
邑
と
異
り
、
生
活
度
が
大
龍
一
一
層
高
い
の
だ
か
ら
、
他
の
回
合
市

に
て
八
百
闘
を
限
界
と
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
之
に
倣
っ
た
と
い
ふ
の
で
は
、
不
穏
常
で
あ
り
、
共
兎
礎
知
は
同

会
市
よ
り
は
幾
分
高
〈
定
め
る
の
が
至
蛍
で
あ
る
。

兎
枕
割
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
四
十
巻

言喜

歌



免
税
動
以
下

ω小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
四
十
巻

1'<1 

第

盟主

四

三
課
税
標
準

|
iは
前
記
、
課
税
物
件
に
る
所
得
の
金
高
で
あ
り
、
業
計
算
法
は
園
の
所
得
枕
に
準
じ
、
唯
ザ
ん
共

と
異
る
の
は
山
門
勤
勢
所
得
の
宥
恕
を
凡
べ
て
二
割
止
し
た
こ
左
と
、
向
生
命
保
険
料
の
控
除
を
百
固
限
り
と
し
に

こ
と
と

rげ
で
あ
る
。
だ
か
ら
戸
主
及
共
同
居
家
族
の
所
得
は
A
口
算
し
、
戸
主
と
別
居
す
る
二
人
以
上
の
同
居
家

族
の
所
得
も
合
算
す
る
。
義
務
者
及
共
同
居
の
戸
主
及
家
族
中
、
年
齢
十
八
歳
未
満
、
六
十
歳
以
上
の
者
叉
は
不

同
共
棲
疾
者
め
る
と
き
は
、
北
九
年
四
月
一
日
現
在
に
よ
り
各
一
入
賞
り
、
申
請
に
よ
り
て
百
閣
を
控
除
し
、
そ
し
て

所
符
計
算
の
某
準

u、
配
蛍
'
と
賞
血
(
し
ι
は
前
年
三
月
止
、
，
nJ
本
年
二
月
ま
で
の
・
対
牧
に
よ
り
、
本
年
に
は
最
早
、
な

く
な
る
Lr
」
位
、
前
年
い
此
一
か

J

あ
れ
ば
u

其
に
よ
h
J
て
観
視
せ
ら
れ
忍
C

其
他
の
所
得
(
配
嘗
賞
輿
以
外
)
は
凡
ぺ
て
前

年
中
の
宜
牧
翻
に
よ
る
を
原
則
と
し
、
併
し
共
中
、
非
管
業
的
な
る
貸
金
預
金
の
利
子
(
外
闘
に
て
受
取
る
公
社
債
預
金

刺
子
も
之
に
準
芝
、
山
林
所
得
は
本
年
に
は
あ
っ
て
も
前
年
中
に
な
け
れ
ば
珠
算
に
よ
り
で
は
課
せ
ら
れ
示
、
本
年

に
は
な
く
な
っ
て
居
つ
で
も
、
前
年
中
に
あ
れ
ば
、
共
に
よ
り
て
課
せ
ら
れ
る
。
俸
給
手
営
等
(
賞
典
ぞ
除
〈
)
と
宇
一

他
の
所
得
(
配
賞
、
賞
典
、
非
帥
官
業
的
の
貸
金
預
金
の
利
子
、
山
林
所
得
、
俸
給
手
営
等
以
外
の
)
と
は
、
前
年
に
あ
っ
て
も
本
年
に
杢

t
な
か
っ
た
な
れ
ば
課
税
さ
れ
な
い
が
、
本
年
に
め
り
て
共
が
前
年
一
月
よ
ち
で
な
く
、
前
年
の
中
途
か
ら
か
叉

は
本
年
の
初
め
か
ら
か
、

叉
は
本
年
の
中
途
か
ら
生
じ
た
と
き
は
、
前
一
年
分
の
所
得
を
計
算
し
符
な
い
か
ら
、

本
年
中
の
漁
算
年
額
に
よ
り
て
課
す
る
。
勤
勢
所
得
と
し
て
俸
給
手
営
賞
典
に
三
割
控
除
は
上
に
い
ふ
通
り
と
し

て
配
管
に
は
四
割
を
引
き
、

非
叫
営
業
的
貸
金
預
金
の
利
子
に
は
経
費
を
控
除
せ
や
、

山
林
所
得
及
其
他
の
所
得

(
俸
給
手
常
賞
輿
配
首
非
帥
官
業
的
貸
金
預
金
利
子
山
林
所
得
以
外
U

も
の
)
に
は
必
要
経
費
を
相
営
度
に
控
除
す
る
。
そ
し

τ勤
勢



所
得
宥
恕
e

伊
三
割
と
し
た
の
は
、
此
地
方
課
税
が
凡
べ
て
一
千
一
一
百
回
以
下
の
所
得
に
闘
し
、
圃
積
所
得
積
の
勤

務
所
得
計
算
に
て
一
割
宥
恕
を
行
ふ
て
居
る
も
の
に
準
宇
ペ
き
場
合
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
命
保
険
料
の
控
除

が
園
麗
に
て
こ
百
固
と
な
る
に
、
此
に
て
百
闘
と
し
た
の
は
此
地
方
課
硬
に
て
は
凡
べ
て
小
所
得
者
の
み
の
も
の

だ
か
ら
、
大
中
所
得
者
に
通
や
る
闘
の
所
得
税
に
比
し
て
は
、
大
韓
、
比
較
的
小
額
の
保
険
し
か
掛
け
な
い
も
の

と
見
、
百
聞
位
で
十
分
と
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
共
仁
も
一
一
聞
は
あ
る
が
、
千
二
百
回
以
下
の
小
所
持
者
に
で
も

保
険
の
重
要
性
を
認
め
て
、
百
回
以
上
の
掛
金
密
か
け
る
も
の
は
あ
り
得
て
、
共
者
に
は
此
規
定
は
気
の
毒
と
い

、ー

-
-
:
L
I
J
L
、

」
こ
l
ι
I
T
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共
に
て
百
聞
以
上
の
保
険
料
雪
柳
ム
ほ
ど
の
も
の
は
‘

問
恨
令
名
義
上
に
は
」
千
二
百

倒
以
下
の
所
相
者
で
も
冶
異
質
相
官
mu
倣
力
一
か
大
で
あ
っ
て
、
共
超
過
部
を
箔
恕
せ
ぬ
と
し
て
色
協
へ
符
ら
る
る

も
の
と
も
見
ら
れ
得
る
。

四
税
率
ー
ー
は
所
得
金
額
に
針
し
仰
八
百
聞
以
下
の
金
額
に
は
百
分
一
0
・
五
、
間
八
百
闘
を
超
ゆ
る
金
額
百
分

0
・

八
、
間
九
百
国
を
超
ゆ
る
金
額
百
分
了
二
、
向
千
百
闘
を
超
ゆ
る
金
額
百
分
了
六
と
い
ふ
超
過
累
進
率
を
課
す

る
。
但
し
算
出
額
一
か
第
三
種
所
得
税
の
最
低
額
を
超
過
す
る
場
介
に
は
、
其
積
額
を
、
第
三
種
所
得
税
最
低
額
と

之
に
劃
す
る
営
該
年
度
の
市
積
所
得
税
附
加
税
額
と
の
合
算
額
に
止
め
、
戸
主
及
同
居
家
族
の
所
得
金
額
は
A
口算

し
て
共
総
額
に
卦
し
て
課
率
を
趨
用
し
得
ら
れ
た
る
金
額
営
、
各
、
共
所
得
金
額
に
按
分
し
て
、
各
共
税
額
を
定

め
、
戸
主
と
別
居
す
る
二
人
以
上
の
同
居
家
族
の
所
得
色
之
に
準
や
る
。
だ
か
ら
一
見
す
る
と
、
此
税
は
闘
積
所

得
積
の
一
千
二
百
間
以
下
へ
の
百
分

0
・
八
に
比
し
て
共
最
低
額
を
超
ゆ
る
も
の
の
如
〈
で
あ
る
が
、
賞
際
、
共
心

免
税
勤
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

第
四
十
巻

三日ー
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一
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免
税
勤
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
地
方
課
税

一」
ノ、

~ 
F、

第
問
十
傘
』

第

主主

配
は
な
く
、
岡
挽
を
課
せ
ら
れ
る
最
低
所
得
の
千
二
百
聞
の
課
税
額
(
圃
枕
と
附
加
税
を
込
め
た
る
)
を
超
ゆ
る
こ
と
は
断

じ
て
な
い
。
に
r
L
W
に
も
い
ふ
や
う
に
此
の
所
得
の
確
知
の
困
難
な
る
階
級
に
於
て
、
耐
か
も
之
が
調
査
に
必
宇

し
も
過
営
し
た
と
い
ひ
得
、
ざ
る
地
方
吏
員
の
手
に
よ
り
て
果
し
て
い
い
組
し
得
ベ
き
結
果
が
得
ら
る
る
か
何
う
か
疑

は
し
い
。
そ
し
て
其
の
信
頼
度
の
弱
き
も
の
を
土
蚕
と
し
て
、
此
の
如
き
段
階
め
る
税
率
ぞ
適
用
す
る
の
ド
穏
常

か
何
う
か
、
疑
あ
町
一
正
す
る
。
か
し
ろ
一
率
の
比
例
税
と
し
た
方
が
、
ま
だ
、
ま
し
で
は
な
か
ら
う
か
。

斜f

話B

以
上
要
之
、
園
耽
免
税
賄
以
下
の
小
所
得
者
へ
の
特
別
地
方
課
税
は
、
能
力
原
則
上
か
ら
し
て
は
何
ほ
ど
か
の

説
明
は
っ
き
、
下
層
市
民
と
て
も
共
伎
の
も
の
は
公
共
道
義
上
忍
ぶ
べ
き
も
の
と
見
ら
れ
、
且
つ
財
政
枇
入
上
、

或
度
の
必
要
に
臆
守
る
に
は
足
る
が
、
併
し
枇
合
政
策
上
は
む
し
ろ
面
白
か
ら
ゴ
る
も
の
で
め
り
、
特
に
東
京
市

の
如
き
生
活
費
高
き
大
都
市
で
は
一
一
暦
臨
踏
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
特
に
課
税
技
術
上
に
は
、
地
方
の
手
を
以
て

所
得
を
集
計
す
る
こ
と
は
不
満
足
の
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
強
ゐ
て
下
層
市
民
に
人
粧
を
説
し
に
し
と
い
ふ

な
ら
ば
、
技
術
上
の
貼
を
特
に
考
慮
に
入
れ
且
つ
公
平
に
課
税
し
ゃ
う
正
す
れ
ば
、
む
し
ろ
岡
家
の
手
に
て
所
得

枇
の
免
穂
賄
引
下
を
行
ひ
た
る
増
税
を
魚
し
つ
つ
、
英
増
牧
入
を
地
方
に
分
奥
す
る
か
、
左
も
な
け
れ
ば
、
地
方

自
ら
の
手
に
て
は
小
市
民
へ
の
地
方
住
居
税
を
行
ふ
方
が
ま
し
で
ゐ
る
。

又
躍
で
小
市
民
所
得
税
を
行
ふ
な
れ
ば

断
然
、

一
率
な
る
比
例
耽
と
し
た
方
が
良
く
は
な
い
か
と
息
ふ
。
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